
ワークライフバランス等推進委員会運営要綱の制定について 

平成28年１月22日 

例規（務）第１号 

  

 最近改正 令和３年３月26日例規（務）第39号    

この度、「次世代育成支援対策委員会運営要綱の制定について」（平成16年６月４日例規（務）第

54号）の全部を改正し、別記のとおりワークライフバランス等推進委員会運営要綱を定め、平成28年

１月22日から実施することとしたので、適切に運用されたい。 

別 記 

ワークライフバランス等推進委員会運営要綱 

第１ 趣旨 

この要綱は、大阪府警察運営審議会設置規程（平成３年訓令第６号）第11条の規定に基づき、ワ

ークライフバランス等推進委員会（以下「委員会」という。）の任務、構成及び運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

第２ 任務 

委員会は、次の事項について調査、研究、検討等を行うものとする。 

(１) 警察本部長が事業主として実施する女性の職業生活における活躍（女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）第１条に規定する女性の職業生活における

活躍をいう。以下「女性活躍」という。）を推進するための特定事業主行動計画（同法第19条

第１項に規定する特定事業主行動計画をいう。）の案の策定その他の女性活躍の推進に関する

こと。 

(２) 警察本部長が事業主として実施する次世代育成支援対策（次世代育成支援対策推進法（平

成15年法律第120号）第２条に規定する次世代育成支援対策をいう。以下「支援対策」という。）

を推進するための特定事業主行動計画（同法第19条第１項に規定する特定事業主行動計画をい

う。）の案の策定その他の支援対策に関すること。 

(３) その他ワークライフバランス（仕事と生活の調和をいう。）に関すること。 

第３ 構成 

１ 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は警務課長を、副委員長は総務課次長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 各部の庶務担当課次長（総務課次長及び警務課次長を除く。） 

(２) 会計課次長 

(３) 警務課調査官 

(４) 給与課次長 

(５) 教養課次長 

(６) 厚生課次長 

(７) 警察学校調査官（総務・初任教養担当） 

(８) 第一方面本部統括官 

(９) 組織犯罪対策本部管理官（総務・企画担当） 

(10) 犯罪対策戦略本部管理官（総務担当） 

(11) その他委員長が指名する者 

第４ 会議 

１ 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。 

２ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることが

できる。 

第５ 専門部会 

１ 委員長は、ワークライフバランス等（前記第２に掲げる事項をいう。）に関する具体的な事項

について調査、研究、検討等を行うため、委員会に必要により専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の任務、構成及び運営は、委員長が定める。 



第６ 庶務 

委員会の庶務は、警務課において行う。  


